
納付金だより
2016.　９

（第161号）

　秋冷の候　皆様方には、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

　さて、公営競技納付金につきましては、依然として厳しい経営状況の中で、

施行者の皆様方をはじめ関係各位の御理解と御協力を賜りまして、ここに厚

く御礼申し上げます。

　今回の「納付金だより」では、平成27年度納付金の納付状況、地方公共団

体健全化基金の状況及び法令改正に伴う公営競技納付金制度の変更点等につ

いてお知らせします。

【ボートレース蒲郡（愛知県）】
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◆キャラクターの由来◆

　ボートレース蒲郡の近くに一匹のボラが住んでいました。　

　名前は『トトまる』。

　トトまるは、ボートのモーター音を聞きながらずっと人間になりたいと思っていま

した。

　そんなある日、三河湾にある竹島へ遊びにいくと、竹島の女神さまが言いました。

　「ボートレース蒲郡のPRを頑張れば、人間にしてあげる」

　ボラのままではPRができないので、女神さまはトトまるを半魚人にしてくれました。

　早く人間になるために、トトまるはボートレース蒲郡のPRを頑張っています！

（Vol.53）

今回は、ボートレース蒲郡のキャラクターを紹介します。

トトまる
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ボートレース蒲郡について
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　平成27年度に納入いただきました公営競技納付金は、29億93百万円で、前年度比▲２億円（▲

6.3％）の減少となりました（納付団体数：46団体）。

　なお、平成22年度以降の納付金の推移は、下記のとおりです。

公営競技施行団体数の状況（平成28年度）

　平成28年４月１日現在の公営競技施行団体数は次のとおり、延べ213団体、純計191団体となっ

ています。

　事業撤退等により、競輪３団体、オートレース２団体、競艇２団体、延べ７団体減少（４団

体純減）しました。

公営競技納付金の納付状況（平成27年度）
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　　地方公共団体が行う公営競技（競馬、競輪、オートレース、競艇）の施行団体から収益金

の一部（公営競技納付金）を受け入れて、これを地方公共団体健全化基金に積み立て、その運

用益等を地方公共団体への貸付けの利下げに充てています。

　平成27年度は、利下げ補てん所要額202億55百万円に対し、基金運用益は124億61百万円とな

り、差額の77億94百万円のうち、29億93百万円については、当該年度の公営競技納付金の額を

限度に基本基金から取り崩し、更に不足する48億１百万円については、地方公共団体金融機構

（次頁以下「機構」という。）の自己財源を充当した結果、平成27年度末の基金残高は9,202億

87百万円となっています。

地方公共団体健全化基金の状況
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　公営競技納付金は、地方公共団体が行う公営競技（競馬、競輪、オートレース、競艇）の収

益の均てん化を図ることを目的に、その収益の一部を公営競技施行団体から受け入れるもので

す。関係者のご理解とご協力をいただき、これを地方公共団体健全化基金に積み立て、その運

用益等によって機構の貸付利率が引き下げられています。

公営競技納付金等による貸付利率の利下げについて
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　地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するため、地方公共

団体に対しその地方債について長期かつ低利の資金を融通し、これによって地方公共団体の財

政の健全な運営及び住民の福祉の増進に寄与します。

　また、平成27年度末における貸付残高は約23.6兆円で、これを事業別にみると下水道事業が

最も多く全体の34％を占め、ついで臨時財政対策債19％、水道事業15％の順となっています。

１．貸付実績と貸付残高の推移

２．貸付残高　２３兆６，６４５億円（平成２７年度末）
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【貸付実績の推移】
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【貸付残高の推移】

機構の貸付業務について（平成27年度）
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公営競技納付金制度の延長について
－地方交付税法等の一部を改正する法律－

　地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、公営競技施行団体が、機構に対し、収

益の一部を地方公共団体向け貸付金の金利を引き下げる資金として納付する制度（平成27年度

まで）を、平成32年度まで５年間延長されました。

　またこの法律の施行により、地方財政法施行令の一部改正が行われ、公営競技納付金の額の

算定方法が平成28年度開催分（平成29年度納付分）から変更となります。

　その内容は、次のとおりです。

１．制度の見直し内容について

　① 　地方財政法の改正により、公営競技納付金の制度（平成27年度まで）を平成32年度施行

分まで５年間延長。

　　

　② 　地方財政法施行令の改正により、公営競技施行団体の経営状況に配慮し、暫定的な措置

として、平成28年度以後施行分について、納付額を現行の算定方式から20％引き下げ

２．適用日等

　平成27年４月１日（地方交付税法等の一部を改正する法律）

　　ただし、地方財政法施行令の一部改正の施行日は、地方交付税法等の一部を改正する法

　律の施行日と同日であるが、公営競技納付金の額の軽減措置に係る改正規定は、平成28年

　４月１日以後に行われる公営競技に係る納付金の算定について適用。
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　当機構では、公営競技納付金制度の円滑な運営を図るため、公営四競技の施行者の全国組織

代表者及び地方公共団体関係者に参与を委嘱しております。平成28年度の地方公共団体金融機

構参与会議は、去る８月23日に開催されました。

　当日の会議では、瀧野理事長の挨拶のあと、経営企画部長から機構の決算・貸付・資金調達・

地方支援についての報告が行われ、引き続いて機構を巡る諸情勢や公営競技の現状等に関して、

出席者による意見交換や質疑応答が行われました。

　なお、平成28年８月23日現在の地方公共団体金融機構参与は次表のとおりです。

地方公共団体金融機構参与会議の開催

 

地方公共団体金融機構参与会議の開催
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公営競技納付金の算定方法について

　以下のモデルケースに該当する施行団体が、様式を作成する際の作成手順（例）を例示します。
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当機構が業務を遂行する上で求められる「安定感」、「安心感」、「信頼感」
（※）を象徴する３つのブロックが集まって一つの円を形作ることで、機構
の設立・運営における全地方公共団体の結束を表しています。
また、地方公共団体（Local Government）の「公」と「Ｌ」の文字に由来す
る内部の「三角形」から、外に向かって放射状に線が延びることで、地方公
共団体及び当機構の未来に向けた飛躍を表現しています。

（※）
・ 長期・低利の資金を安定的に供給するという「安定感」
・ 地方財政の健全化と住民福祉の向上に寄与するという「安心感」
・ 地方公共団体の信頼や資本市場における信認を得るという「信頼感」

納付金だより第161号.indd   Sec2:16納付金だより第161号.indd   Sec2:16 2016/09/12   14:54:242016/09/12   14:54:24


